
１.時間外・休日の考え方

接種費用の加算
（時間外＋730円，休日＋2,130円）

個別接種促進のための支援事業
（週100回（150回）以上，50回/日以上）

時間外の定義 休日以外の日で，当該医療機関の標榜
する診療時間以外の時間

当該医療機関の標榜する診療時間以
外の時間

休日の定義 ・休診日（終日、診療時間が割り当てら
れていない日）
・ 日曜日及び祝日
・12/29，30，31，1/2，3

・日曜日及び祝日
・土曜日（診療日に関わらない）
・12/29，30，31，1/2，3

夜間の定義
ー

18時以降（診療時間に関わらない）
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接種費用加算と個別接種促進のための支援事業の比較



２.時間外・休日・夜間の考え方の例
①平日の診療時間が9時～12時30分，15時30分～18時30分の場合

診療時間 診療時間外 通常診療時間 診療時間外 通常診療時間 診療時間外

接種費用加算 時間外
（加算730円）

時間外
（加算730円）

時間外
（加算730円）

個別接種促進
事業

時間外 時間外

９時 12:30 15:30 18:30

※１ 18時以降夜間

診療時間 診療時間外 通常診療時間 診療時間外 診療時間外

接種費用加算 時間外
（加算730円）

時間外（加算730円） 時間外
加算（730円）

個別接種促進
事業

休日 休日 休日 休日

９時 18時

※１ 18時～18時30分の間の接種について，730円の接種費用加算対象にはならないが，個別接種促進事業に
おいては，「時間外等に接種体制を整えた」ことに該当する。

②土曜日の診療時間が9時～12時30分の場合

12:30

※２ 9時～12時30分の間の接種について，730円の接種費用加算対象にはならないが，個別接種促進事業に
おいては，「時間外等に接種体制を整えた」ことに該当する。

※２



３.診療所における個別接種促進支援事業の例
①１週間のうち，少なくとも１日，時間外
等に接種体制を用意していれば，当該週
において時間外等に接種体制を用意して
いない日の接種回数も加算対象となる。

②１週間のうち，時間外等に接種体制を
用意した日が０日ならば，その週の全て
の接種回数が加算対象外。

③50回以上接種したその日において，時

間外等に接種体制を用意していれば，当
該の日のみ10万円の支援の加算対象と
なる。

④AかつB，またはCなら支援の対象となる。
A：１週間のうち，少なくとも１日，時間外等
に接種体制を用意した週が４週以上ある。
B：Aの各週における接種回数が100回（150
回）以上である
C：③の要件を満たしていること



４.病院における個別接種促進事業の例
①50回以上接種したその日において，時間

外等に接種体制を用意していれば，当該の
日のみ10万円の支援の加算対象となる。

③ 50回以上接種したその日において，時間

外等に接種体制を用意しているかに関わら
ず，医師等の特別な体制を確保した場合，
特別な体制を確保した時間については，加
算対象となる。

②50回以上接種したその日において，時間

外等に接種体制を用意していなければ，当
該の日は10万円の支援の加算対象外。

④支援の対象となるのは，AまたはBの場合。
A：①を満たす場合，10万円の支援対象（R4.11
月末まで）

B：③×４週を満たす場合，医師・看護師等に係
る特別な体制確保の支援対象。（R5.3月末ま
で）


